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審議会等の会議結果報告 

１．会議名 平成２７年度第４回河芸地区地域審議会 

２．開催日時 平成２８年１月２７日（水） 

午前１０時００分から午前１１時１５分まで 

３．開催場所 河芸総合支所３階庁議室 

４．出席した者の氏

名 

（河芸地区地域審議会委員） 

安達 忠明、上田美保子、大嶋 浩子、小黒 敏克 

柏葉  博、木下 健吾、谷口 光順、中條  登、 

野元 巧一、樋廻 和子、福永奈美子、三井  清 

分部 勝光、和田  実 

（事務局） 

河芸総合支所長（兼）道の駅運営準備担当参事   鈴木 達也 

副総合支所長兼地域振興課長       今村 義正 

地域支援員               藤枝喜與治 

地域振興課調整・総務担当主幹       牛場 隆 

地域振興課主査            橋本 いずみ 

５．内容 協議事項 

(1) これからのまちづくりについて 

(2) その他 

６．公開又は非公開 公開 

７．傍聴者の数 0人 

８．担当 河芸総合支所地域振興課地域振興担当 

電話番号 ０５９－２４４－１７００ 

E-mail  244-1700@city.tsu.lg.jp 

９．議事の内容  （下記のとおり） 

                                      

今村地域振興課長 

     委員の皆様には、公私ご多忙の中、お集まりいただき誠にありがと

うございます。それでは、第４回河芸地区地域審議会を開催させてい

ただきます。 

     それでは、河芸総合支所長から一言ご挨拶申し上げます。 

鈴木総合支所長 

みなさん、おはようございます。委員の皆様方におかれましては、 

大変お忙しい中第４回河芸地区地域審議会にご出席いただき、誠にあ 

りがとうございます。本年は暖冬ということで年末年始は暖かい日が 

続いておりましたが、先週から大寒波で大変厳しい冷え込みになって 
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おりますので、体調には十分気をつけていただきたいと思います。 

まず、道の駅津かわげの状況でございますが、地域振興施設につき 

ましては２月８日に完成する予定で、その後備品の整備を行います。 

３月初旬から指定管理者である新三商事が施設の最終的なレイアウト 

調整や軽食類を提供する準備を行い、４月２４日の開駅に向けて準備 

をしていく予定です。また、道の駅津かわげでの商品ラインナップを 

市長の定例記者会見で紹介することも考えており、農産物などできる 

だけ地元のものを集めて開駅をしていきたいと考えております。 

 また、次回３月中旬に開催されます第５回地域審議会では、実際に 

施設を見学していただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

それでは、本日委員の皆様にご審議いただく項目は、昨年度から委 

員の皆さんに時間をかけて協議をいただきました「これからのまちづ 

くりについて」、本日で一応のまとめをしていただきたいと思います。 

資料は、「これからの河芸地域のまちづくりに向けて」とさせていた 

だき、策定の趣旨を前段に入れ、その後皆様からのご意見を整理させ 

ていただいたものを６項目に分類し、資料編を添付するという形で整 

理をさせていただきました。 

本日は、さらに内容の確認や今後の対応等についてご協議いただき、 

２月中旬頃に前葉市長に正副会長から提出していただいたらと考えて 

おりますのでよろしくお願いします。 

また、その他で多文化共生の講演会や地域審議会の記録誌などにつ 

きまして、説明をさせていただきます。 

本日もどうか忌憚のないご意見をいただき、今後の地域づくりに活 

かしていきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 

簡単ではございますが、ご挨拶とさせていただきます。 

今村地域振興課長 

     それでは、事項に入らせていただきます。地域審議会の設置に関す 

    る協議第９条第５項によりまして、会議の議長は会長が行うこととな 

っております。会長さんに会議をお進めいただきたいと存じます。 

上田会長 

議員の皆さん、おはようございます。先ほど支所長の挨拶にもあり  

    ましたが、ようやく寒さのピークから抜け出せたかと感じているとこ 

ろです。 

本日の出席委員は、１４名です。２分の１以上の委員の出席があり 

    ますので、地域審議会の設置に関する協議第９条第４項の規定により、 

    会議は成立いたします。 
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それでは、平成２７年度第４回河芸地区地域審議会の会議を開催い 

    たします。 

まず、本日の会議録に署名をいただく方を指名させていただきたい   

    と思います。木下委員と谷口委員を指名させていただきます。よろし 

くお願い申し上げます。 

それでは、本日の議題に入ります。事項書に沿って進めたいと思い 

    ますので、ご協力の程よろしくお願いいたします。 

それでは、事項第１「これからのまちづくりについて」です。事務 

    局から説明をお願いします。 

今村地域振興課長 

     それでは、事務局からご説明させていただきます。事前に「これか 

    らの河芸地域のまちづくりに向けて」という資料を送付させていただ 

いております。これにつきましては、これまで２年間かけて皆様から 

ご意見をいただいたものを提言書のような形でまとめさせていただい 

たものでございます。タイトルは「これからの河芸地域のまちづくり 

に向けて」とさせていただきました。その下に（平成２８年１月２７ 

日審議会資料）とありますが、こちらは本日の資料ということで、提 

出の際は抜かせていただきます。２枚目につきましては、地域審議会 

を代表して、会長のお名前でこれからの計画づくりに反映していただ 

きたいという内容を書かせていただきました。次のページからですが、 

これまでご審議いただいた６つの項目を１項目ずつページにしてござ 

います。まず１ページ目「地域の環境維持に向けて」ということで、 

前文があり、その下に皆様のご意見をまとめた項目が続きます。２ペ 

ージ目「地域産業の振興に向けて」、３ページ目「防災対策の維持・強 

化に向けて」、４ページ目「地域の基盤整備の推進に向けて」、５ペー 

ジ目「子育て・教育環境の向上と地域スポーツの振興に向けて」、６ペ 

ージ目「若者から高齢者みんなで取り組む地域づくりに向けて」と、 

同じ形式で皆様からいただきましたご意見をまとめさせていただきま 

した。 

また、７ページ目は委員の皆様のお名前を５０音順で表記させてい 

ただきました。 

     ページを変えまして、次に資料編でございます。こちらは河芸地域 

の「これからのまちづくり」への提案（審議会検討資料編）とありま 

すが、提出の際は下の日付を抜かせていただきます。 

今までご提言いただいてきた審議内容が十分わかるよう、ご意見を 

そのまま入れさせていただいたものでございます。左側「提言文」は 
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最初にご説明した提言書と同じ内容となります。右側の「審議会検討 

内容」に皆様からいただいた、基となったご意見を上げさせていただ 

いております。前回の審議会でいただいたご意見等を踏まえ、訂正さ 

せていただいたところは赤字となっております。最終的な提出の際に 

はすべて黒字にさせていただき、提言文の部分だけ大きめのフォント 

で提出させていただきます。本日最終の調整を行いたいと思いますの 

でご審議のほどお願いします。 

上田会長 

     ただいまの説明につきまして、ご質問やご意見はございませんか。 

和田委員 

     読ませていただきましたが、文末がほとんど「求めます」になって 

いますが、中にはそうでないところもあり、統一してはどうかと思い 

ます。 

今村地域振興課長 

     例えば３ページ「地域防災力の強化について」は、文末を「構築を

はかる必要があります」とさせていただいておりますが、行政に求め

る、または行政内でできるものについては「求めます」とし、自治会

や任意団体などに係わるものにつきましては「必要があります」とい

う表現で整理させていただいております。 

和田委員 

そうすると、その言葉の前に「地域」という言葉を挿入するべきで 

ないかと思います。 

今村地域振興課長 

問題があるところについては対応させていただきたいと思います。 

和田委員 

     先ほど支所長も話をされたように、今年でこの地域審議会は終わり

ます。そうなると、この提出した内容をどのように検証していくかが

大切になってくると思います。市長からは地域懇談会を年２回行うと

聞いていますが、この内容をだれが検証するのか、提出しただけでい

いのかという問題が出てきます。これは提案ですが、地域審議会の委

員も地域懇談会の委員として何名か参加して検証していくのはどうか

と思っています。 

今村地域振興課 

２年間で皆様からのご意見を提言としてまとめていくということは、 

来年度から次期総合計画の策定が始まりますが、まず当期計画の実績の 

検証が行われ、それに基づいて新しい総合計画として策定が始まります。 
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当然、地域懇談会から上がってきたものなどを含めて策定されます。今 

回地域審議会の中で出た意見を踏まえ、今後のまちづくりに反映してい 

ただくという形になります。例えば、新しい道路や下水道の整備をする 

ときには地元説明会を開催しますので、その協議の中でご意見が反映さ 

れているかどうかを検証していただくという形になると思います。地域 

懇談会は今年度から新たに始まり、来年度河芸地域でもございますが、 

概ね６ヵ月に１回行われます。その時に出された意見については次の懇 

談会で返ってくることになります。地域懇談会はまだ始まったばかりで 

すが、懇談会の委員としては今後地域ごとに委員の選定がされますが、 

市民の方々にも参加していただいてその内容を聞いていただいたり、意 

見をおっしゃっていただくこともできます。また、それとは別に総合計 

画の策定委員会も作られることと思います。まだ詳細はわかりませんが、 

必ず事前に委員募集や意見募集を行いますので、地域審議会の委員の方 

の中から参加していただいて、検証していただくこともあろうかと思い 

ます。 

上田会長 

この私たちのまちづくりに向けての提言は、次期総合計画に提言して 

いくということなので、計画が出来たらその実施にあたってはその部門 

で検証していただくというお答えだったと思うのですが、よろしいでし 

ょうか。 

和田委員 

      結構です。 

樋廻委員 

     「これからの河芸地域のまちづくりに向けて」の資料編で、４ページ

に「狭あい生活道路整備推進」とありますが、この地で生活していくこ

れからの若者にとっても整備推進は望んでいることだと思いますし、高

齢者施設のバス等も住宅地の中に入ってきていることから「市街化区域

内を中心とした」を削っていただきたいと思います。そうすれば、市街

化区域以外に住んでいる方の希望にもなるのではないですか。 

今村地域振興課長 

      その意味を含めて「市街化区域内を中心とした」とさせていただきま

した。山間地域の道路を広げるには、整備手法により地元負担金が発生

しますし、また広くなれば交通量も増えます。広げれば必ずしもいいと

いうわけではなく、中途半端に広くするとそういった面も出てきてしま

います。 
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小黒委員 

     「狭あいな」は全体をささないといけないのではないですか。「都市計

画税財源を生かして」と表現すると市街化区域に限定されます。 

今村地域振興課長 

     皆様のご意見ですので、「都市計画税財源を生かして」は省かせていた

だいたほうがよろしいですか。 

和田委員 

     以前から言われていますが、市街化調整区域は都市計画税がかかりま

せん。杜の街は市街化調整区域ですのでかかっていません。財源がない

と言うのであれば、杜の街もかなりの戸数があるのですから、市街化調

整区域から外すなどの方法を考えて財源をアップするという内容が入れ

られないですか。 

小黒委員 

     市街化区域、市街化調整区域の線引きの見直しは難しいと思います。 

人口が減少している時に市街化区域を拡大することは、都市計画法上難 

しいです。 

中條委員 

     河芸は微々たる数ですが地域的に人口は増えています。 

小黒委員 

    和田委員がおっしゃられた杜の街は増えていると思いますが、津市全 

体としたら人口は減少傾向です。そんなときに市街化区域を広げることは 

大変難しい。この議論はまた別のところで行わないといけません。 

和田委員 

    以前河芸で市街化区域の関係の会議がありましたが、本庁の方に「こ 

れは市ではできない、県が行うもの」と言われたことがあります。何か働 

きかけているのかと聞いたところ、うやむやでした。そういったところも 

文章にいれてはどうか思います。 

上田会長 

    「市街化区域内を中心とした」は削除していただくとして、杜の街の件 

についてはどうですか。 

小黒委員 

     地域審議会として、市街化区域と市街化調整区域の線引きを見直して       

   くれということは書いてもいいと思います。技術的・制度的な問題など 

はその部局に任せればいい。 

谷口委員 

    セットバックの内容が後に出てくるので、これを強化すればいいので 
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   はないですか。 

小黒委員 

    セットバックしても両側が石垣で意味がないところがたくさんありま 

す。 

柏葉委員 

    最低救急車と消防車が入るようにしてもらわなければいけません。 

和田委員 

    「緊急車両等通行のために」と前に一文いれてはどうですか。 

今村地域振興課長 

    では「市街化区域内を中心とした生活道路については、緊急車両等が 

   通行できるような整備を求めます」でよろしいですか。 

樋廻委員 

    「市街化区域内」という文言は入れなくていいのではないですか。 

中條委員 

セットバックの内容がその後入るのならば必要です。           

セットバックは自分の息子や孫の代くらいが家を直そうかという時期 

   にやっとできるので、強制的にはできません。 

小黒委員 

    家はセットバックしても工作物等は壊さなくてもいいのです。建築基

準法上はセットバックしても塀等は建てていいことになっています。だ

から塀が残ってしまいます。 

谷口委員 

    それ自体がおかしい。セットバックへの考え方が少し緩いと思います。 

今村地域振興課長 

    土地については個人の財産ですので、日本の場合はなかなか強制的に

撤去したりということができませんが、審議会の皆様の意見の中にその

思いを入れても市として実現ができる部分も少ないと思います。 

ここの表現としてはまず「市街化区域」という文言は取りますか。 

和田委員 

    いりません。「緊急車両等の通行のため、狭あいな生活道路の改善を、

都市計画税財源を生かして、セットバックの推進と」と繋げればいいと

思います。 

今村地域振興課長 

    都市計画税財源は市街化区域内という文言を取ってしまいますので話

が合わなくなります。 
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和田委員 

    市街化調整区域に都市計画税財源は使えないのですか。 

小黒委員 

    使えません。 

藤枝支援員 

    一般的に都市計画税というのは市街化区域の中の幹線道路を直したり、

下水道整備の費用にするなどといった事業のほうへ使うことになってい

ます。 

小黒委員 

    以前調べさせていただいたら、公共下水道に８割ちょっと使っていま

す。 

柏葉委員 

    起債の返済にも使えます。 

セットバックについてですが、本来セットバックするための何らかの制 

度を考えろということも必要です。四日市だとその分税金が免除されます。 

今村地域振興課長 

    ポイントとしては「狭あいな生活道路」と「緊急車両等の通行のため」

ということと、「セットバック等」ということで整備を求めます、という

流れでよろしいですか。 

委員 

    異議なし。 

小黒委員 

    ２ページ目の地域産業のところですが、農業水産業の関係で以前もお 

   話させてもらったと思うのですが、従来のまちづくり計画はこういう表 

現だったと思うのですが、ＴＰＰがまとまりつつある中で、特に農業に 

ついては大きく変わってくると思います。水産業についても「捕る漁業」 

から「養殖漁業」へ大きく変わった時期があったように、農業において 

もそれくらいの変革が近い将来あると思います。一つの街で対応は無理 

かと思いますが、大きく動く産業としての農業は法人などに任せて、地 

域に密着した部分をここへ表現すべきだと思うのですが、そのあたりが 

足りない気がします。伝統産業を表現されていますが、地域の環境保全 

に大きな役割を果たしているという部分はいいと思いますが、この伝統 

産業が果たしていいのかどうかが疑問です。 

  また、ここに道の駅が入っていますが道の駅は地域産業ですか。 

今村地域振興課長 

    地域産品を販売またはＰＲする施設としてこの地域にできますので、 
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地域の一つの拠点になってくるということで、こちらに入れさせていた 

だきました。 

小黒委員 

    ＴＰＰが妥結されると日本で作った野菜が全世界に飛び交うようにな

り、また逆に外国で作った野菜が日本に入ってくるというように、農産

物に敷居がなくなってしまいます。日本人は技術力がありますので、ど

こへでも生産拠点を作って農業を行えると思います。そういう時代にこ

の表現でいいですか。色々言いましたがそのあたりを加味して事務局に

任せます。 

上田会長 

    事務局修正をお願いします。他によろしいでしょうか。なければ「こ    

   れからの河芸地域のまちづくりに向けて」の取り扱いについて、事務局 

お願いします。 

今村地域振興課長 

    ありがとうございました。これまで審議会の中で議論していただいた 

   ことにつきましては「これからの河芸地域のまちづくりに向けて」とい 

うタイトルで、本日いただきましたご意見を踏まえたうえで会長・副会 

長と整理をさせていただき、２月中に市長へ提出をしていただきたいと 

思っております。会長様、副会長様、日程調整のほうよろしくお願いし 

ます。 

  また、３月に開催する予定の地域審議会の中で、市長への報告の結果 

   については委員の皆様にご報告させていただきたいと考えております。 

その後４月オープンの道の駅と、４月１日から稼働します津市リサイク 

ルセンターの視察も兼ねたいと考えております。以上です。 

小黒委員 

    最初のページ、会長から市長へ宛てる文章の形はこれで良かったです

か。「津市長 前葉泰幸様」は上にこなくてよかったですか。 

今村地域振興課長 

    この形で大丈夫です。 

上田会長 

    ありがとうございました。それでは、第２項その他に入りたいと思い

ますが、事務局何かありますか。 

牛場地域振興課調整・総務担当主幹 

地域かがやきプログラム事業の多文化共生推進事業について、お願い 

   をさせていただきます。別紙のうぐいす色のチラシの件ですが、来週の

２月７日の日曜日に河芸庁舎１階の防災研修室におきまして、第１部「多
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文化共生を考える講演会」また、第２部では「河芸人権ネットワーク研

修会」が開催されます。時間は、朝９時半から１２時の予定です。講師

には、ブラジル出身で現在高茶屋在住であり、千里ヶ丘でポルトガル語

教室の講師もしていただいている田中レオニセさんを迎え、日本の生活

で困ったことや楽しかったことなどの体験談を話していただきます。 

また、第２部では落語家の露の新治さんによる「新ちゃんのお笑い人 

   権高座」という演題で、我々の身の回りにある様々な人権問題について 

講演をいただきます。 

参加のお願いにつきましては、自治会、ＰＴＡ、学校関係者、民生委 

員など各種団体へも参加の依頼をさせていただいております。大変お忙 

しいとは思いますが、是非ご参加いただければと思います。以上、お願 

いをさせていただきました。よろしくお願いします。 

和田委員 

    このチラシはいつできたのですか。２月７日に行うのに出すのが遅い 

   と思います。いつも土壇場になってしか動かない。地域での行事予定も 

あるので、一ヶ月以上前に出していただかないと困ります。 

上田会長 

    もう少し早めにということでお願いしたいと思います。それでは、他 

   になければ続けて事務局お願いします。 

今村地域振興課長 

    それでは、第５回の地域審議会の開催日について皆様にお願いしたい 

   と思います。先ほどもお話しさせていただきましたが、答申をさせてい 

ただいた件で会長・副会長からのご報告が主になると思います。また、 

道の駅津かわげと津市リサイクルセンターの見学ということで、開催日 

は３月１５日（火）でお願いしたいと思いますが、都合がよい方が多い 

ほうで午前・午後を決定したいと思います。３月１５日ご都合悪い方は 

お見えでしょうか。 

分部委員 

    午後は都合が悪いです。 

今村地域振興課長 

    ではご迷惑をおかけいたしますが、午前中で組ませていただきます。    

   会議の開催は９時３０分でもよろしいでしょうか。こちらで少し会議を 

させていただき、１０時には出発するという形でお願いしたいと思いま 

す。まず道の駅を視察していただいて、その後津市リサイクルセンター 

へ向かいます。１２時を少し過ぎるかもしれませんがご了承ください。 

では３月１５日の９時３０分でお願いします。 
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上田会長 

    引き続き事務局から何かありましたらお願いします。 

今村地域振興課長 

    お手元に河芸地区地域審議会委員様ということで文書を配布させてい 

   ただいております。１０の地域審議会全体に各地区の事務局から委員様 

へお渡しさせていただいているものです。今回の地域審議会で１０年の 

歴史を閉じるということで記録誌を作成することになり、河芸は最終回 

である３月１５日までの記録を記録誌としてまとめます。その中に、最 

後の委員様から個人としてのご感想をいただくことになりました。もち 

ろん今回まとめていただいた「これからの河芸地域のまちづくりに向け 

て」も入れさせていただきますが、テーマとしては「地域審議会委員と 

しての活動を通じ、合併１０年を振り返る」という内容で、４００字以 

内でご記入いただきたいと思います。この冊子につきましては３月中に 

調整して４月以降皆様にお配りさせていただきます。３月１８日までに 

ご提出いただきますようお願いします。 

和田委員 

    ワードでも大丈夫ですか。 

今村地域振興課長 

    大丈夫です。メールで送っていただいても結構です。 

和田委員 

    ４００字を超えてもいいですか。 

今村地域振興課長 

    ４００字以内でお願いします。 

上田会長 

    最後に大変な宿題をいただいたのですが、これについてご質問等はご    

   ざいますか。 

委員 

    質問なし。 

上田会長 

    ではこれでその他の項を終わりますが、事務局から何かございますか。 

今村地域振興課長 

    最後に一点、マイナンバーについてですが、今後報酬などを受けられ    

   る場合には、マイナンバーを提出していただくことになります。地域審 

議会については１月分と３月分の報酬の源泉徴収簿を記入の際必要にな 

ってきます。今回いただいたマイナンバーの情報については、地域審議 

会でしか使うことができませんので、他で委員をしていただいている場 
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合は、またそこで新たに提出していただくことになりますのでご了承く 

ださい。来年１月頃にお手元に源泉徴収票が届くと思いますが、そちら 

に記載されることはありません。またご協力のほどお願いします。 

上田会長 

    他に何かございますか。 

分部委員 

    要望があるのですが、道の駅で伊勢上野城をもっとアピールしたいの    

   ですが、スペースはありますか。 

鈴木総合支所長 

    道の駅の大きな目的の一つとして、津地域の情報発信を行うことがあ 

り、情報発信コーナーや、施設の壁面なども活用して施設全体で情報発 

信ができるよう検討しております。常設展示は難しいかもしれませんが、 

イベント的に時期を定めて展示していただくことは可能かと思います。 

分部委員 

    河芸地区の情報発信ができるようなスペースで、パネル展示などが出 

   来ればいいのですが。 

鈴木総合支所長   

    是非お願いしたいと思います。 

分部委員 

    それと、伊勢上野城を本城山青少年「公園」ではなく、「史跡」として

登録はできないのでしょうか。津城は昔お城公園でしたが、平成１７年

に県の史跡となりました。伊勢上野城もちゃんとした史跡として認めて

いただきたい。近くにある神戸城、これは三重県の史跡で織田信孝（お

だのぶたか）の居城です。また、織田信雄（おだのぶかつ）の居城であ

る大河内城も三重県の史跡です。ここにはちゃんとした土塁、堀切、曲

輪が残っております。田丸城も織田信雄（おだのぶかつ）の城で三重県

の史跡です。織田信包（おだのぶかね）の津城は県の登録になっており

ます。しかし、津城ができる前の伊勢上野城は公園です。浅井三姉妹（あ

ざいさんしまい）が来たのになぜですか。テレビで全国へ発信されても

いますし、本丸、二の丸、曲輪、武家屋敷跡がまだ残っていますのでぜ

ひ検討いただきたいと思います。それが登録されれば私たちも新たな情

報発信を考えることができます。道の駅にも是非置かせていただきたい

情報だと思います。 

鈴木総合支所長   

    ありがとうございます。史跡登録は様々な条件や資料が必要であると 

   思いますが、ご協力いただきたいと思います。 
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上田会長 

    今度津観光ガイドネットで津のお城を紹介するのですが、その中に伊 

   勢上野城、三行城、秋葉城の３つは入れていただきました。そういった 

ことも考えると、伊勢上野城は是非城跡として登録いただきたいと思い 

ます。 

  他によろしいですか。 

委員 

    意見なし。 

上田会長 

    それでは、これで本日の審議を終了させていただきます。長時間にわ   

   たり貴重なご意見ありがとうございました。これで、第４回地域審議会 

を閉会いたします。ご苦労様でした。 

 


